
  
 

 

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日 

自 動 車 局 整 備 課 

 

自動車検査証の有効期間を伸長します（対象期間の延長） 

～新型コロナウイルス感染症対策～ 

 
 
  

 

 

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事

態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国４７都道府県に

おいて、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除

する必要があることから、道路運送車両法第６１条の２の規定を適用し、自動車検査証

の有効期間を伸長することとし、令和２年５月８日付けで公示することとしましたので

お知らせします。 

 

○対象車両 

自動車検査証の有効期間が満了する日が、６月１日から６月３０日までの自動車

全て 

※ 令和２年４月７日付け及び令和２年４月１６日付け運輸支局長の公示により、自動車検

査証の有効期間の満了する日が、令和２年４月８日又は１７日から同年５月３１日まで

のもの（令和２年２月２８日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の

満了する日を、令和２年４月３０日としたものを含む）を、令和２年６月１日を満了す

る日としたものを含む。（別紙 参考１参照） 

 

 

○措置内容 

自動車検査証の有効期間を７月１日まで伸長 

 

○継続検査の手続き 

対象車両については、７月１日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご

使用いただけます。 

なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。 

 

○自動車損害賠償責任保険（共済）の手続き（締結手続の特例措置） 

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、

継続契約の締結手続きが７月１日を限度として猶予されます。 

詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険（共済）代理店等にご相談ください。 

 

〇伸長の詳細につきましては、国土交通省の関連ホームページをご確認ください。 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm 

 
同時発表 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、 

近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局、内閣府沖縄総合事務局 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置

を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和２年６月

１日から６月３０日までの自動車について、全国一律に令和２年７月１日まで自動車

検査証の有効期間を伸長します。 

 

（有効期間の確認は、お手持ちの自動車検査証の赤枠欄をご覧ください。） 

有効期間の満了する日 平成 32 年 6 月 30 日 

 



別紙 

（参考１） 

○今回の自動車検査証の有効期間の伸長措置 

公示日 対象地域 対象となる有効期間の満了する日 伸長日 

５月８日 全国一律 令和２年６月１日～６月３０日 令和２年７月１日 

※下記により自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和２年６月１日に伸長されたものを含みます。 

 

○これまでの自動車検査証の有効期間の伸長措置（新型コロナウイルス感染症対策） 

公示日 対象地域 対象となる有効期間の満了する日 伸長日 

２月２８日 全国一律 令和２年２月２８日～３月３１日 

令和２年４月３０日 

※４月７日、４月１６日付
の公示により、自動車
検査証の有効期間の
満了する日は６月１日
まで更に伸長されてい
ます。 

４月７日 

東京都 

埼玉県 

千葉県 

神奈川県 

大阪府 

兵庫県 

福岡県 

令和２年４月８日～５月３１日 令和２年６月１日 

４月１６日 

全国 

（令和２年４

月７日付けの

運輸支局長公

示により対象

となっている

上記の７都府

県を除く） 

令和２年４月１７日～５月３１日 令和２年６月１日 

 



自動車検査証の伸長に係る有効期間について

車検伸長：
有効期間の新満了日は
令和3(4)年7月1日

車検受検日が5月31日以前

通常の車検手続き

※検査の日まで自動車を使用されている場合は、前の自賠責保険の終期からの自賠責保険の加入契約が必要です。

※前の自賠責保険の終期から伸長した期間の自賠責保険の加入契約が必要です。

はい

車検査証の有効期間が「令和2年2月28日～3月31日」
７都府県の自動車で車検査証の有効期間「令和2年4月 8日～5月31日」
40道府県の自動車で車検査証の有効期間「令和2年4月17日～5月31日」

令和2年5月7日

車検査証の有効期間が
「令和2年6月1日～6月30日」

車検の伸長を希望

いいえ
はい

車検伸長：
有効期間の新満了日は
令和3(4)年7月1日

はい
いいえ

車検の伸長を希望

車検伸長：
有効期間の新満了日は
令和3(4)年6月1日

車検受検日が6月1日～7月1日 車検受検日が6月1日以降

車検の伸長を希望



自動車検査証の伸長期間（全国４７都道府県）

自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

④今回（R2.5.8）の措置内容

令和２年６月１日
（平成３２年６月１日）

令和２年７月１日
（平成３２年７月１日）

令和３年７月１日
令和４年７月１日

令和２年６月３０日
（平成３２年６月３０日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車（①～③を含む）

が、伸長される有効期間（令和２年７月１日）

令和２年６月１日～７月１日の間

伸長処理が可能な期間



自動車検査証の伸長期間（４０道府県）

自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

③ （R2.4.16）の措置内容

令和２年４月１７日
（平成３２年４月１７日）

令和２年６月１日
（平成３２年６月１日）

令和３年６月１日
令和４年６月１日

令和２年５月３１日
（平成３２年５月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車（①のものを含む）

が、伸長される有効期間（令和２年６月１日）

令和２年５月１日～６月１日の間

伸長処理が可能な期間



自動車検査証の伸長期間（７都府県）

自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

② （R2.4.7）の措置内容

令和２年４月８日
（平成３２年４月８日）

令和２年６月１日
（平成３２年６月１日）

令和３年６月１日
令和４年６月１日

令和２年５月３１日
（平成３２年５月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車（①のものを含む）

が、伸長される有効期間（令和２年６月１日）

令和２年５月１日～６月１日の間

伸長処理が可能な期間



自動車検査証の伸長期間（全国）

自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

① （R2.2.28）の措置内容

令和２年２月２８日
（平成３２年２月２８日）

令和２年４月３０日
（平成３２年４月３０日）

令和３年４月３０日
令和４年４月３０日

令和２年３月３１日
（平成３２年３月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車

が、伸長される有効期間（令和２年４月３０日）

令和２年４月１日※～３０日の間

※伸長の手続きは１ヶ月前（３月３０日）から可能ですが、今回の伸長の主旨をふまえて、４月１日以降と記載させて頂きました。

伸長処理が可能な期間



７月１日までの伸長を希望される場合は、６月１日～７月１日の間に検査の申請が必要です。

令和２年６月１日※～７月１日の間

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

有効期間の伸長手続きができる期間

令和２年２月２８日～
令和２年３月３１日

令和２年６月１日
伸長後の有効期間①～③

が、①、②、③の伸長対象となる自動車

令和２年５月１日※～５月３１日の間

伸長処理が可能な期間①～③

有効期間①

※５月１日～５月３１日間の検査の申請であれば「６月１日」、６月１日～７月１日間の申請であれば「７月１日」を新たな有効期間満了
日 とすることが可能です。

が、①、②、③の伸長処理が可能な期間

が、今回の伸長対象となる自動車

が、今回の伸長処理が可能な期間

７都府県に使用の本拠：令和２年４月８日～
４０道府県に使用の本拠：令和２年４月１７日～

令和２年５月３１日

有効期間②、③

令和２年７月１日
伸長後の有効期間①～④

令和２年６月１日～
令和２年６月３０日

有効期間④

伸長処理が可能な期間①～④


